
 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号及び２

号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書案に対する意見公募の結果につい

て 

 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 ２ １ 日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１．概要 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号及び

２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書案について、意見公募を実施し

ました。 

 

期  間： 令和４年１１月３日から同年１２月２日まで（３０日間） 

対  象： 

 関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号

及び２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書案 

方  法： 電子政府の総合窓口（e-Gov）、郵送及び FAX 

 

２．意見公募の結果 

 ○提出意見数：３件1 

 ○提出意見に対する考え方：別紙のとおり 

 

 寄せられた意見は、全て、原子力規制庁において保存し、法令に従い開示する。 

 

 
1 提出意見数は、総務省が実施する行政手続法の施行状況調査において指定された提出意見数の算出方法

に基づく。 



 
 

 

 

 

関西電力株式会社高浜発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（１号及び２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１２月２１日 

  

別紙 
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Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

【技術者に対する教育・訓練】 

 審査書によれば、申請者は（１）（２）（４）について「教育及び訓

練を実施する」としているが、単に「教育及び訓練を実施する」だ

けでは、それが職員に定着したか確認がなされていないものであっ

て、職員一人一人に対する「試験」によってその定着を確認するこ

とが必須である。当然「合格点」を取らなかった職員は、運転に携

わらせることはできない。 

また、「試験」を行うに当たっては、不正防止を徹底すること、「試

験」の記録を長期間保存すること、「試験」の記録を公開すること、

が必要である。 

 

 

 技術者等に対する教育・訓練の審査では、申請者が職能や目的

に応じた基礎、一般及び専門知識・技能の習得、原子力安全に

必要な技術的能力の維持及び向上のための教育実施計画を策定

し、教育・訓練を実施する方針を確認しています。 

その方針に基づいた教育・訓練の具体的な実施方法や力量管理

に関する事項は申請者が保安規定で定めて認可を受けるもので

あり、その遵守状況は原子力規制検査を通じて監視していきま

す。 
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審査書案 

御意見の概要 考え方 

 

 自主的対策の許可意義が漠然的で水準が謎めいています 

尚又，社の追加自主的対策は皆無とし，然し国は是と論じた経緯の

論説が欠けています 

原初に立ち返れば，国が自主的対策の是非を断じ管理する構造は再

考余地有りですけど，自主的対策に際し是非を断ずる水準を有する

以上，国は追加自主的対策が皆無とした点に際し追加関与が必要や

思いませんか 

 

 

 重大事故等に係る事業者の自主的対策については規制要求の対

象ではなく、自主的な対応により重大事故等への対処をより確

実に実施する方針であることを審査の中で確認することとして

います。本申請の使用済燃料ピット用中性子吸収体の廃止等で

は、既許可申請の自主的対策の内容に変更がないことを確認し

ています。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 ８ページの１３行目「もって」と、１４ページの最下行から上に１

行目「持って」とは、どちらかに字句を統一したほうがよい。 

 

 ７ページの１２行目「事務系職員」は「事務系社員」のほうがよい。

同９行目の例と同様に。 

 

 ７ページの１２行目「更に」は「さらに」のほうがよい。他の箇所

の例と同様に。 

 

 ７ページの２５行目「管理職を配置する」は「管理職の職位として

配置する」のほうがよい。同３２行目の例と同様に。 

 

 

 

 

 

 

 ９ページの１９行目から１０ページの１８行目までの記載内容の

主語は「申請者」であると理解してよろしいか。 

 

 御意見を踏まえ、「もって」に統一します。 

 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 

 当該箇所は、本店の保安に関する管理職を発電用原子炉主任技

術者として配置するとの趣旨で記載したものです。 

趣旨を明確にするため、以下のとおり修正します。 

「発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し

保安の監督を誠実かつ最優先に行うこととし、発電用原子炉施

設の運転に関して必要な指示ができるよう、職務の独立性を確

保するために本店の保安に関する管理職からを配置する。」 

 

 当該箇所は、設置許可基準規則の解釈及び重大事故等防止技術

的能力基準の解釈により規制要求の内容を説明するものですの

で、そのことが明確になるよう、記載を修正します。 

 

 


